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番号 制度名

金融01 中堅・中小企業向け融資促進支援のための時限措置

金融02 企業再生税制の拡充（事業再生ファンドによる債権放棄の追加）

金融03 不動産投資法人における未収賃料の特例

 金融庁
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＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2金融01）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

【基本情報】

 制度名
（措置名）

（評価実施府省：金融庁）

 中堅・中小企業向け融資促進支援のための時限措置
　（ー）

措置内容

平成30年度時点 　ー

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　ー

　ー

　ー

過去の政策評価の実績

コロナ禍により資金繰りがひっ迫している中堅・中小企業に対して金融機関がより円滑かつ積極的な融資を行える環境を整備することで日本経済の底支えを図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　金融機関が実施する中堅・中小企業向けプロパー融資の前年度末比増加額の一定割合を、既存の一括評価貸倒引当金損金限度額に上乗せし、損金算入限度額を拡大する。

 ー
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＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2金融02）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 － 区分 新設

　ー

過去の政策評価の実績

　事業再生を行う中小企業への円滑な資金提供を促し、中小企業の事業再生・経営改善の実効性を高めることで、地域経済の活性化を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　企業再生税制については、中小企業の事業再生を支援する観点から、内閣総理大臣及び経済産業大臣が指定する事業再生ファンドにより債権放棄が行われた場合についても、特例が措置されてい
た。新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けた中小企業の事業再生が発生することから、事業再生ファンドによる債権放棄が行われた場合の特例措置を復活させる。

　ー

【基本情報】

 制度名
（措置名）

（評価実施府省：金融庁）

 企業再生税制の拡充（事業再生ファンドによる債権放棄の追加）
　（ー）

措置内容

平成30年度時点 　ー

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　ー

　ー
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【適用状況】

 

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容及び区分

創設年度 H10 区分 拡充

令和2年度税制改正以後    従前どおり

   H22金融03、H23金融02、H24金融
02、H25金融05、H26金融01、H27金
融05、H29金融02

   新型コロナウイルス感染症対策の影響で、不動産投資法人において家賃の支払いの猶予に応じたために生じた一
定の未収賃料相当につき、90％超配当要件の判定式の分母から控除するとともに、一定の調整措置を設けること。

過去の政策評価の実績

   安定的な不動産証券化市場の形成に資すること。

評価対象税目
義務対象

（評価実施府省：金融庁）

努力義務対象

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2金融03）
【基本情報】

   租税特別措置法第67条の15

   不動産投資法人における未収賃料の特例
　（投資法人に係る課税の特例）

措置内容

平成30年度時点    投資法人のうち、多数の投資家又は機関投資家が出資していること等の要件を満たすものが、配当可能利益の額
の90％超を配当として支払っていること等の要件を満たす場合には、その支払配当等の額の損金算入ができる。

令和元年度税制改正以後    他の法人の発行済株式又は出資の50％以上を有していないこととの要件における「他の法人の出資」に「匿名組
合出資」を含める等の見直し

   制度名
（措置名）

H23 71 158,023,125 39.3% 21,997,658

H24 76 196,021,995 55.6% 26,093,394

H25 90 254,248,585 31.9% 33,549,176

H26 107 316,533,920 42.4% 41,795,861

H27 134 379,600,727 38.1% 47,500,780

H28 146 474,929,218 41.2% 56,568,087

H29 165 517,537,599 36.0% 61,422,789

H30 181 584,794,024 36.3% 69,418,663

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
　　態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載
※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
　　書」（総務省）に基づき記載

適用件数
（法人税・件）
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